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届出の例 

（１）特定建設作業実施届出書                  （２）作業場所付近見取図の例 

 ・ 届出者の欄は元請業者を記載すること 

 ・ 作業場付近の見取図と工程表を添付すること 

 ・ 「特定建設作業の種類」は工程表と同じ番号であること 

 ・ 「特定建設作業の実施の期間」は建設等工事の工期では 

なく、規制対象の特定建設作業の実施する期間であること 

 ・ 「騒音及び振動の防止の方法」は具体的に記述すること 

 ・ 「作業開始日」は提出受付日から中７日以上あること 

11/ 

12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) 18(日) 19(月) 20(火) 
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日
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日

注意…見取図は作業場所付近の周辺 80m を含む範囲のもの 

とし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護 

老人ホーム等があればその位置を示すこと。 
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特定建設作業工程表

作業の種類

　１．くい打機(アースオーガー併用を除く )、くい抜機等を使用する作業

　２．びょう打機を使用する作業

　３．さく岩機〔ドリル、ハンマ、ブレーカー等〕を使用する作業

　４．空気圧縮機を使用する作業(さく 岩機の動力として使用する作業を除く )

　５．コンクリートプラント等を設けて行う作業

　６．バックホウ(80kW以上)を使用する作業

　７．トラクターショベル(70kW以上)を使用する作業

　８．ブルドーザー(40kW以上)を使用する作業

　６．鉄筋コンクリート造等の建造物を解体・破壊する作業

　７．コンクリートミキサー、ミキサー車を用いる作業

　８．コンクリートカッターを使用する作業

　９．ブルドーザー、バックホウ等を用いる作業

 10．ロードローラー、てん圧機等を用いる作業

　１．くい打機、くい抜機等を使用する作業

　２．鋼球を使用して建築物等を破壊する作業

　３．舗装版破砕機を使用する作業

　４．ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業

※　注意事項

　　１．工事の目的・内容等を付近住民に説明し、理解・協力を得るようにする。

　　２．振動の影響のおそれがある場合は、事前に周辺家屋の調査を行い、被害発生時は迅速に対応する。
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（３）作業工程表の例 

  建設工事と特定建設作業の工程表を原則と

して一つにまとめたものを提出すること

(別々も可)。
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